
◎裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律 
（令和六年一二月二五日法律第七六号）   

一、 提案理由（令和六年一二月一一日・衆議院法務委員会） 

○鈴木国務大臣 十二月六日、本委員会において所信的挨拶を述べさせていただきまし

たが、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関す

る法律の一部を改正する法律案につきましては、その内容に鑑み、緊急性が高いことか

ら、異例のお願いで申し訳ございませんが、所信的挨拶に対する質疑に先立ち、御審議

をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 つきましては、これらの法律案につき、その趣旨を便宜一括して御説明をいたします。 

 これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与

を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法

律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出しているこ

とから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定

する措置を講じようとするものであり、改正の内容は、次のとおりであります。 

 第一に、一般の政府職員について、令和六年の民間給与との均衡を図るため、俸給月

額を引き上げることとしておりますので、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額につ

いても、これに準じて引き上げることとしております。 

 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和六年四月一日に遡って

これを適用することとしております。 

 第二に、一般の政府職員について、社会と公務の変化に応じた給与制度の整備に伴い、

令和七年度から給与を改定することとしておりますので、判事補及び五号以下の報酬を

受ける簡易裁判所判事の報酬月額並びに九号以下の俸給を受ける検事及び三号から十六

号までの俸給を受ける副検事の俸給月額についても、これに対応して改定することとし

ております。 

 これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、令和七年四月一日から施行

することとしております。 

 以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に

関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和六年一二月一二日） 

○西村智奈美君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 両案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給月額

の改定を行おうとするものであります。 

 両案は、去る十二月十日本委員会に付託され、翌十一日鈴木法務大臣から趣旨の説明

を聴取し、本日、質疑を行い、採決の結果、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正



する法律案は賛成多数をもって、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、 参議院法務委員長報告（令和六年一二月一七日） 

○若松謙維君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 両法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額及び検察官の俸給

月額の改定を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、裁判官及び検察官の人材確保

のための方策、裁判官及び検察官の諸手当の在り方、裁判官の勤務実態及び処遇改善の

必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


